
与那国まちづくり支援ファンド

どぅなんの元気の素づくり

『どぅなんまちづくり活動支援助成金制度』
『どぅなん活性化事業支援助成金制度』
公募を開始します

公募期間は以下の通りです。ふるってご応募ください。

公募期間：令和６年４月17日から令和６年５月31日まで
公募内容：

①どぅなんまちづくり活動支援助成金制度 20万円×５事業者
②どぅなん活性化事業支援助成金制度 100万円×２事業者

「どぅなんまちづくり活動支援助成制度」および「どぅなん活性化事業支援援助成制

度」は、以下のような特徴を持っています。
応募の手続きの内容などは、裏面を参照ください。

＝ 特 徴 ＝
〇与那国町内の住民、企業が構成員となっている団体は、任意の団体であっても
助成の対象となります。

〇活動実績は問いません。
〇「どぅなんまちづくり活動支援助成制度」は上限20万円、「どぅなん活性化事業
支援助成金制度」は上限100万円までの助成を行います。

〇助成団体の決定はどぅなんファンド運営委員会へのプレゼンテーション審査によ
り決定します。

○助成期間について、最長3年間継続可能。
〇どぅなんまちづくり活動を広くPRするため、活動プロセスや結果は、与那国町
ウェブサイトで紹介します。

※注意：申請に伴う計画書につきまして3年以上の計画にてご提出下さい。
※注意：部分払い可能。ただし、必要書類（根拠資料等）を精査したのち可能とする。
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与那国町
企画財政課



どぅなんファンド
与那国まちづくり支援ファンド応募と内容について
1. 応募資格
・与那国町内の住所を有する個人・企業が所属する団体
・どぅなんのためのまちづくり活動の意欲・計画があり、実践できる団体
（実績が無くても、具体的な計画があれば応募することができます）

2. 応募から活動報告まで
応募受付から助成そして活動結果報告までの一連の流れを以下に示します。

問い合わせ先
与那国町企画財政課 担当：平良
TEL:0980-87-3577 FAX:0980-87-2079
LGWAN-mail:r.taira@town.yonaguni.lg.jp

与那国町
企画財政課

①「どぅなんまちづくり事業」助成金交付申請書もしくは「どぅなん活性化
事業」助成金交付申請書の入手

②「どぅなんまちづくり事業」助成金交付申請書もしくは「どぅなん活性化
事業」助成金交付申請書の記入

③「どぅなんまちづくり事業」助成金交付申請書もしくは「どぅなん活性化
事業」助成金交付申請書の提出
（令和６年５月31日まで。提出先：与那国町企画財政課商工観光係）

④助成対象団体の選定（令和６年６月～７月プレゼンテーション実施予定）

⑤助成対象団体への通知（決定通知令和６年７月末予定）

⑥「どぅなんまちづくり事業」，「どぅなん活性化事業」の実施
（令和６年８月１日～令和７年３月31日）

⑦ 「どぅなんまちづくり事業」，「どぅなん活性化事業」の活動実績
（令和７年３月末事業終了後、速やかに提出）

⑧ 「どぅなんまちづくり事業」，「どぅなん活性化事業」の活動報告会実施
（令和７年７月以降）※事業実施事業者及び団体による報告会


